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別記様式第8号(第4の2関係)

出生時育児休業・共済掛金免除申出書

	申出年月日　　　　　年　　月　　日

	広　島　大　学　長　　殿　　　　　(申出者)

	文部科学省共済組合広島大学支部長　殿　　　　　(申出者)

	職員番号

	配属又は所属

	職　　　　名

	氏名(自署)                          　 

	下記のとおり出生時育児休業及び共済掛金免除を申し出ます。

	1.申出に係る子

	　出産予定日
	　　年　　月　　日

	氏　　名
	
	続　柄
	

	生年月日
	　　年　　月　　日生
	養子縁組の効力が生じた日
	　　年　　月　　日

	2．申出の内容
	□ 1回目の出生時育児休業　　　　□ 2回目の出生時育児休業

□ 2回目の出生時育児休業を撤回した後の出生時育児休業

	
	出生時育児休業の申出が遅れた理由，2回目の出生時育児休業を撤回した後の申出が必要な理由

	
	

	
	□　国家公務員共済組合法第100条の2の規定に基づき，育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る共済掛金の免除を希望する旨を申し出ます。
※休業期間が月末日を含まない１か月以内の場合は，14日以上出生時育児休業を取得した場合のみ免除対象となります。

	3．出生時育児休業期間
	　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日　まで
　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日　まで
※2回に分けて分割取得する場合は，原則，1回目と2回目をまとめて申し出ること。

	4．雇用契約が更新された場合に引き続き出生時育児休業を希望するときの出生時育児休業終了予定日
	　　年　　月　　日　まで

	5．申出の子について既に出生時育児休業した期間
	　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日　まで
　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日　まで

	6．備　考
	


· 　出生時育児休業は，出生後8週間以内の子を養育するために4週間以内の期間を定めてする休業です。
· 　この申出書に記載された個人情報は，出生時育児休業に関する必要な手続及び統計調査を行うために使用するものであり，この目的以外の目的で利用又は提供することはありません。

＊　この申出書には，出産予定日，申出に係る子の氏名，申出者との続柄及び生年月日を証明する書類（母子健康手帳の妊婦自身の記録「分娩予定日」欄及び出生届済証明書の写等）を添付してください。

· 雇用契約の期間を超えての出生時育児休業を希望する場合には，「3．出生時育児休業期間」の出生時育児休業終了予定日は雇用契約の期間の満了日を明記し，「4．雇用契約が更新された場合に引き続き出生時育児休業を希望するときの出生時育児休業終了予定日」も併せて記入してください。

· 子の出生前にこの申出書を提出する場合には，「1.申出に係る子」の「出産予定日」を記載してください。また，出生後に申出書を提出する場合でも，出産予定日は記載してください。
· 育児休業取得期間等によって，共済掛金免除対象外となることがあります。

· この申出書の提出に伴う共済掛金免除については，文部科学省共済組合加入者のみが対象となります。
※共済組合記入欄
	掛金免除期間
	年　　月　から　　　　　　　年　　月　まで
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